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市町村別権限移譲等実施一覧表（令和５年６月定例会及び令和６年２月定例会改正分）
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総務分野 1-5

高圧ガス保安法・冷凍保
安規則・液化石油ガス保
安規則・一般高圧ガス保
安規則

高圧ガスの規制に関す
る事務

②6-7
②35-4
②35-5
②35-6

★ ★ ● 3 33 9% レ

保健福祉分野 3-22

医療法・医療法施行令・
医療法施行規則

病院、医療法人に係る許
認可、指導監督に関する
業務

②2-15
②32-6 ★

31
× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 1 1 100% レ 保健所を設置する市

3-24

医薬品、医療機器等の
品質、有効性及び安全
性の確保等に関する法
律（旧薬事法）

薬局の基本情報の報告
の受理等に関する事務

②17-3

6 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 1 1 100% レ

保健所を設置する市
【R6.2改正】
新たに盛岡市が処
理することとしたこ
と。

農林水産分野 5-9

農地中間管理事業の推
進に関する法律

農用地利用集積等促進
計画の認可等に関する
事務

②32-3
②32-4

5 5 6 5 6 5 6 33 18% レ

【R6.2改正】
新たに遠野市及び
金ケ崎町が処理する
こととしたこと。

教育分野 7-9

高等学校等就学支援金
の支給に関する法律・施
行規則

受給資格の認定等の事
務

②32-2
②36-6

27 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 1 1 100% レ
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＜一覧の見方＞
特例条例Ｎｏ： 県から市町村への移譲事務は、「岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例」別表１・２において規定しています。

①及び②は、それぞれ特例条例に規定する「別表１」及び「別表２」を表し、続く数字はそれぞれの別表に規定されている「項」の番号を表します。
表中の記号は移譲された年度を表します。「６」：令和６年度に移譲等が行われる事務。以下同じ。「５」：令和５年度 「４」：４年度 「３」：３年度 「２」：２年度 「31」：平成31年度

30：30年度 29：29年度 28：28年度 27：27年度 26：26年度 ▲：25年度 △：24年度 ◆：23年度 ◇：22年度 ☆：21年度 ★：20年度 ●：19年度 ◎：18年度 ○：17年度以前
×：特例条例で移譲対象とならない事務（法定事務など） ■：中核市事務等 「斜線欄＼」：地域主権改革一括法により県から市町村へ事務移管されるもの（特例条例によらな
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